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第３_個人市民税普通徴収関係帳票（当初分）  Ｃ帳票レイアウト仕様書３ 

①市民税・県民税普通徴収納税通知書  

 ・全面 

 ・左面 

 ・右面 

 ・マッピング補足資料＜当初＞ 

②納付書（共通様式）  

 ・表面 

③口座振替依頼書  

 ・表面 

 ・データ印字出力項目 

④納税通知書用封筒  

 ・表面 

⑤お知らせ「Ａ 市民税・県民税について」 

  ・表面 

  ・裏面 

 ⑤お知らせ「Ｂ 年特還付について」「Ｃ 相続人の方へ」 

  ・表面 

 ⑤お知らせ「Ｄ 賦課の根拠現年度」 

  ・表面・右 

  ・裏面・左 

  ・裏面・右 

  ・表面・左 

⑤お知らせ「Ｅ 口座振替・納付方法のご案内（市民税・県民税用）」 

 ・表面 

 ・裏面 
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①市民税・県民税普通徴収納税通知書 
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①市民税・県民税普通徴収納税通知書 表面左 

 №158＝0の場合、または拡57～60＝0 or ＊の場合 「普通徴収税額(納付書又は口座振替で納める税額）はありません。」を出力。

上記以外で、№28＝空白の場合 「同封の納付書で、納めてください。」を出力。 

上記のいずれでもない場合「下記の口座より振替します。」を出力。 ※「個人市民税普通徴収納税通知書マッピング補足資料」参照 
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①市民税・県民税普通徴収納税通知書 〔課税明細〕表面右 
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個人市民税普通徴収納税通知書マッピング補足資料 ≪当初≫ 

＜税額決定（変更）通知書ファイル＞ 

➣ №１１０＝「無」のとき 配偶者 一般欄及び老人欄＝空欄 

➣ №１１０＝「同配」のとき 配偶者 同一生計配偶者欄＝＊ 

➣ №１１０＝「一般」のとき 配偶者 一般欄＝＊ 

➣ №１１０＝「老配」のとき 配偶者 老人欄＝＊ 

➣ №１１９＝「特別障害」のとき 本人該当区分 障害特別欄＝＊ 

➣ №１１９＝「普通障害」のとき 本人該当区分 障害普通欄＝＊ 

➣ №２８≠Ｎull のとき 振替口座欄の下に「※個人情報保護のため、口座番号の一部は表示して

おりません。（ただし、令和○○年○○月○○日現在）」と印字する。 

➣ ※日付は、浜松市から別途指示をする。 

➣ №２８≠Ｎull かつ№１７１＝Ｎull のとき 納付方法欄に「期別」を印字する。 

➣ №２８＝Ｎull のとき 納付方法欄には何も印字しない。 

➣ 上記以外のとき 納付方法欄には№１７１をそのまま印字する。 

➣ 『収入・所得・特別控除・繰越控除』欄（№４２～№６０）の各項目に対して、以下に該当する

ものは文言の変換を行って印字する。 

・「総合短特前」 ⇒「総合短期特控前」 

・「総合長特前」 ⇒「総合長期特控前」 

・「一時特前」 ⇒「一時特別控除前」 

・「分離短期所得」⇒「分離短期譲渡」 

・「分離長期所得」⇒「分離長期譲渡」 

➣ 『所得控除額』欄（№８２～№９２）の各項目に対して、以下に該当するものは文言の変換を行

って印字する。 

・「配偶者・扶養控除」⇒「配偶者・扶養」 ※”配偶者・扶養控除”の”・”は半角 

➣ 『課税標準額・税額明細』欄（№１２２～№１２７）の各項目に対して、以下に該当するものは

文言の変換を行って印字する。 

・「分離短期」 ⇒「分離短期譲渡」 

・「分離長期」 ⇒「分離長期譲渡」 

➣ 金額の印字については、すべてカンマ編集する。 

➣ 別冊「提供データ仕様書５」の指示に従って、”０”の場合非表示 の対応をする。 

➣ ただし、№１５３、№１５５、№１５７、№１５８については、”０”の場合”０”と印字する。 

➣ 発付日の印字については、№２１を和暦編集（全角）（令和○○年○○月○○日）として印字 

する。 

➣ 公的年金の『法人番号』欄は№２５１～№２６３を一つにまとめて１３桁の数字列として印字 

する。 

➣ №１５８＝０の場合、又は拡５７～拡６０が全て”０”又は”*”の場合、 「普通徴収（納付書

又は口座振替で納める税額）はありません。」を印字する。 

  №１５８≠０の場合、又は拡５７～拡６０が全て”０”又は”*”でない場合、 「同封の納付書
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で、納めてください。」を印字する。 

上記のいずれでもない場合、「下記の口座より振替します。」を出力。 

➣№１５７＞０ かつ №２７３～２７５＝*の場合、「１０月から徴収月ごとに公的年金からの引き落

としが開始（再開）される予定です。」を印字する。 

№１５７＞０ かつ №２７３～２７５≠*の場合、「徴収月ごとに公的年金から引き落としします。」

を印字する。 

＜普徴通知書拡張ファイル＞ 

➣ №１０＝「１」のとき 本人該当区分 「寡婦」「＊」 

  №１０＝「４」のとき 本人該当区分 「ひとり親」「＊」 

➣ №１１＝「１」のとき 本人該当区分 勤労学生＝＊ 

➣ №１２＝「１」のとき 本人該当区分 未成年＝＊ 

➣ №３０＋№３１＞０のとき 『収入・所得・特別控除・繰越控除』の左欄に「分離短期譲渡所得特

別控除」と印字する。（№３０＋№３１＝０ の場合、見出し及び金額ともに非表示） 

➣ №３２＋№３３＋№３４＞０のとき 『収入・所得・特別控除・繰越控除』の左欄に「分離長期譲

渡所得特別控除」と印字する。（№３２＋№３３＋№３４＝０ の場合、見出し及び金額ともに非表示） 

＜その他＞ 

➣ 封筒の窓から見える位置に郵便番号、あて先、郵便バーコード、返戻バーコードを印字する。 

➣ 印字する文字の種類・大きさ・位置については、事前に浜松市と協議し、浜松市の承認を得た上

で決定すること。 
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②納付書    

納付書用紙には「ｅＬマーク」「統一納付書番号欄」及び「ｅＬ-ＱＲ」のプレ印字が必要 
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③口座振替依頼書（市民税・県民税用）  

（※1）は、「税額決定（変更）通知書」ファイルからデータを取得すること 

（※2）は、「普徴納付書(コンビニ型)」ファイルからデータを取得すること 

なお、№107 と№108 を結合した上で、枠内で折り返して印字させ、枠からオーバーした分は削除すること 
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③口座振替依頼書（市・県民税、固定資産税） データ印字出力項目 

ファイル名：a.CB 口座振替依頼書_○○.csv 

図示 項番 項目名 

(001) A298 RTXT 整理番号 

(002) 
D107 

D108
RTXTH4 氏名 1_左 

(003) A298 RTXT 整理番号 

(004) 
D107 

D108 
RTXTH4 氏名 1_左 

(005) A298 RTXT 整理番号 

(006) 
D107 

D108 
RTXTH4 氏名 1_左 

                              「口座振替のご案内」内の 

                              「口座振替依頼書」部分 
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④納税通知書用封筒 



第３_C帳票レイアウト仕様書３ 

11 
第３_C帳票レイアウト仕様書３ 

⑤お知らせ 「Ａ 市民税・県民税について」表面 
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⑤お知らせ 「Ａ 市民税・県民税について」裏面 
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⑤お知らせ 「Ｂ 年特還付について」 

⑤お知らせ 「Ｃ 相続人の方へ」 
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⑤お知らせ 「Ｄ 賦課の根拠（現年度）」表面・右 
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⑤お知らせ「Ｄ 賦課の根拠（現年度）」裏面・左 
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⑤お知らせ 「Ｄ 賦課の根拠（現年度）」裏面・右 
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⑤お知らせ 「Ｄ 賦課の根拠（現年度）」表面・左 
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⑤お知らせ 「Ｅ 口座振替・納付方法のご案内（市民税・県民税用）」表面  ※内容変更あり 
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⑤お知らせ 「Ｅ 口座振替・納付方法のご案内（市民税・県民税用）」裏面 
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